
地震・噴火またはこれらによる津波（以下「地震等」といいます。）を原因とする
火災、損壊、埋没または流失による建物や家財の損害を補償します。
※「GK すまいの保険・スーパーロング」では、地震等を原因とする損害は補償されません。

地震保険の保険の対象
①居住用の建物（住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。）
②家財（居住用の建物に収容されている場合に限ります。）

■保険の対象とならないもの（注）

●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手
●自動車、バイク（総排気量125cc以下の原動機付自転車を除きます。）
●貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物　　等

※地震保険の保険の対象は、「GK すまいの保険・スーパーロング」で保険の対象となっているものに限ります。「GK すまいの保険・スーパーロング」の保険の対
象が上記①および②である場合、地震保険の保険の対象として①または②のいずれかのみを選択することもできます。なお、建物のみが地震保険の保険の対
象である場合、家財の損害は補償されません。また、家財のみが地震保険の保険の対象である場合、建物の損害は補償されません。

（注）セットでご契約いただく「GK すまいの保険・スーパーロング」の保険の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。

●損害保険会社全社で算出された1回の地震等による保険金総額が7兆円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された保険金総額に対する7兆円の
割合によって削減されることがあります（平成27年11月現在）。

●72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。

■保険金をお支払いしない主な場合
地震等により保険の対象が損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
や、保険の対象の紛失・盗難によって生じた損害の場合には保険金をお支払いしません。

地震保険を単独でご契約いただくことはできません。地震保険は「GK すまいの保険・スーパーロング」とあわせてご契約いただきますが、お客さま
がご希望されない場合は、地震保険をご契約いただかないことも可能です。ただし、この場合には地震等による損壊等の損害だけでなく、地震等に
よる火災損害についても保険金をお支払いしません（地震火災費用特約では、保険金をお支払いする場合があります。）。
※地震保険をご希望されない場合には、保険申込書の「地震保険ご確認欄」をお確かめのうえ署名（または押印）してください。

地震保険のお支払いについて
地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって保険の対象に生じた損害が全損、半損または一部損（注）

となった場合に保険金をお支払いします。
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度（全損、半損または一部損）に応じて地震保険の保険金額の一定割合（100％、50％
または5％）をお支払いします。

（注）「全損」「半損」「一部損」の認定について
　　 地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために一般社団法人 日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従って認定します

（国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。）。

地震による火災で
建物が焼失した

地震で建物が
損壊した

地震による津波で
建物が流された

地震で家財が
損壊した

火災保険の保険期間の中途で地震保険のご契約を希望される場合
「GK すまいの保険・スーパーロング」のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、保険期間の中途から地震
保険をご契約いただけます。ご希望される場合には、取扱代理店または当社にご連絡ください。

警戒宣言が発令された場合のご契約について
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定
期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および
保険金額の増額契約（地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。）はお引受できませんのでご注意ください。

地震保険料控除制度
個人契約の場合、払込みいただく地震保険料が地震保険料控除の対象となり、所得税については最高50,000円まで、住民
税については最高25,000円まで毎年の課税対象額から控除されます（平成19年1月改正）。
※地震保険料控除は保険料を実際に払込みいただいた年に行われます（口座振替の場合、「実際に払込みいただいた年」は、振替日の属する年となり

ます。）。なお、始期日より前に払込みいただいた保険料は、実際の払込日ではなく、始期日に払込みいただいたものとして取り扱われます。
※2年以上の契約で保険料を一括して払込みいただいた場合、一括払保険料を保険期間（年数）で割った保険料を毎年払込みいただいたものとして

取り扱われます。

地震保険の保険期間
地震保険は1年間または5年間ずつ自動的に継続（注）する方式となります。

（注）特にお申出のない限り「GK すまいの保険・スーパーロング」の満期まで自動的に継続されます。自動継続特約（長期用）をセットしたご契約の
場合は19ページ「ご契約の自動継続について」をご参照ください。

地震保険の保険金額は、「GK すまいの保険・スーパーロング」の保険金額の30％～50％の範囲内でお決めください。ただし、
同一の建物や家財について加入された他の地震保険契約と合算して、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。

地震保険の保険金額

※マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとにこの限度額が適用されます。複数世帯が居住する共同住宅建物の場合は、世帯ごと
にこの限度額を適用することができます。

地震等により損害を受け、主要構造部（基礎、柱、壁、屋根等）の損害
の額が、その建物の時価額の50％以上となった場合、または焼失も
しくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70％以上
となった場合

地震等により損害を受け、主要構造部（上記に同じ）の損害の額
が、その建物の時価額の20％以上50％未満となった場合、または
焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の
20％以上70％未満となった場合

地震等により損害を受け、主要構造部（上記に同じ）の損害の額
が、その建物の時価額の3％以上20％未満となった場合、または建物
が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物
の損害が全損または半損に至らない場合

地震等により損害を受け、損害の
額が保険の対象である家財全体の
時価額の80％以上となった場合

地震等により損害を受け、損害の
額が保険の対象である家財全体の
時価額の30％以上80％未満と
なった場合

地震等により損害を受け、損害の
額が保険の対象である家財全体の
時価額の10％以上30％未満と
なった場合

地震保険の保険金額×100％
（時価額が限度）

地震保険の保険金額×5％
（時価額の5％が限度）

地震保険の保険金額×50％
（時価額の50％が限度）

全　損

建　物
保険金をお支払いする場合

家　財 お支払いする保険金の額損害の程度

半　損

一部損

※1 損害の程度が一部損に至らない場合は補償されません。
※2 損害の程度が全損と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
※3 門、塀または垣のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は補償されません。

保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物（以下「対象建物」といいます。）が下表①～④のいずれ
かに該当し、確認資料（注1）をご提出いただいた場合、地震保険の保険料に割引を適用します（注2）（注3）。

地震保険の割引制度について

（注1）
（注2）
（注3）

確認資料とは、下表の「確認資料」に記載の書類またはいずれかの割引の適用が確認できる保険証券等（写）をいいます。
下記①～④の条件を複数満たす場合であっても、割引はいずれか1つのみの適用となります。
この割引は、保険期間のうち確認資料をご提出いただいた日以降の期間について適用されます。

対象建物が昭和56年
6月1日以降に新築され
た建物である場合④建築年

　割引

割引率 条　件割引の種類 確認資料

対象建物が品確法また
は「耐震診断による耐震
等級（構造躯体の倒壊
等防止）の評価指針」
（評価指針）に定められ
た耐震等級を有してい
る場合

②耐震等級
　割引

対象建物が「住宅の品
質確保の促進等に関す
る法律」（品確法）に規
定された免震建築物で
ある場合

①免震建築物
　割引

対象建物が地方公共団体等に
よる耐震診断または耐震改修
の結果、昭和56年6月1日に
施行された改正建築基準法に
おける耐震基準を満たす場合

③耐震診断
　割引

10％

50％

10％

●「建物登記簿謄本」（写）、「建物登記済権利証」（写）、「建築確認書」（写）等の対象建
物の新築年月等が確認できる公的機関等（国、地方公共団体、地方住宅供給公社、
指定確認検査機関など）が発行する書類（写）および公的機関等に対して届け出た
書類（写）（公的機関等の受領印または処理印が確認できるものに限ります。）

●宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書（写）

●耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書（写）
●建物の所在地、耐震診断年月日および「平成18年国土交通省告示第185号に適合

している」旨の文言が記載された書類（写）

・品確法に基づく「建設住宅性能評価書」（写）、「設計住宅性能評価書」（写）または「現況検査・評価書」（写）※1

・「耐震性能評価書」（写）（耐震等級割引の場合に限ります。）
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「適合証明書」（写）※２

  または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」（写）※２

・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が
作成した「技術的審査適合証」（写）※2

・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」（写）※２

・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類（写）※3および②
「設計内容説明書」など“免震建築物であること”または“耐震等級”が確認できる書類（写）※２

※1 品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価
した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類（写）を含みます。

※2  以下に該当する場合には、耐震等級割引（30％）が適用されます。
・「適合証明書」、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」または「住宅性能証明書」

において、書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認
できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合

・「技術的審査適合証」において、“免震建築物であること”または“耐震等級”が確認できない場合
・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合

※3 認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」（写）および「認定
長期優良住宅建築証明書」（写）を含みます。

以下のいずれか

以下のいずれか

以下のいずれか

さかのぼ

耐震等級3
50％

耐震等級2
30％

耐震等級1
10％

手 順
地震保険への加入をおすすめします。
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